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Ⅰ 総則 
１ 本書の位置づけ 
本公募要綱は、福岡市（以下「市」という。）が「北崎地区立ち寄りスポット整備事業」

（以下「本事業」という。）を実施する事業者を選定するにあたって公表するものです。

また、下記の書類は、本公募要綱と一体のもの（以下「公募要綱等」という。）として取

り扱います。 
本書は、「北崎地区立ち寄りスポット整備事業事業者提案評価委員会」（以下「評価委員会」

という。）において、応募者の提案を評価するための基準を示すものです。また、本書で使

用する用語の定義は、公募要綱等において使用される用語と同一のものです。 

提案にあたっては、「提案様式集」もご精読ください。 
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Ⅱ 内容評価・価格評価 
市が参加資格及び提案に関する条件等の審査を行い、通過した提案については評価

委員会において提案内容を評価するとともに、市は応募者が提案する貸付料（年額）（以

下「提案価格」という。）を評価します。 
内容評価点は 800 点、価格評価点は 200点、合計 1,000点満点とします。各配点は１

の配点の枠組みのとおりです。 

評価委員会が提案書の内容について、２の内容評価の項目及び配点に示す小項目ご

とに、３の点数付与基準に基づいて評価を行い、小項目ごとの得点を算出し、その合計

点を内容評価点とします。 
なお、評価委員会が審査のために必要があると認める場合は、応募者に対し追加資料

を求める場合があります。また、内容評価においては、評価委員会が応募者に対して、

必要に応じヒアリング（応募者によるプレゼンテーション、質疑応答等）を実施する予

定としています。 
ただし、ヒアリングにおいて新たな提案があっても、内容評価の対象とはなりません。 
価格評価点は市が４の価格評価に示す方法に従い算出します。 
また、内容評価点と価格評価点を市が合算し、総合評価点とします。 

 
１ 配点の枠組み 

内容評価及び価格評価の配点は以下に示すとおりです。 
評価内容 評価項目 配点 

内容評価 

（800点） 

1.全体計画 

（200点） 

(1) 基本方針 20 

(2) 土地利用計画 60 

(3) 計画の実現性 120 

2.導入機能及び

施設デザイン 

（420点） 

(1) 交通混雑対策 150 

(2) 情報発信及びトイレ・休憩スペース 100 

(3) 観光振興・地域活性化に資するサービス機能 90 

(4) 景観や地形を活かしたデザイン 80 

3. 管理運営計

画 

（130点） 

(1) 施設運営計画 80 

(2) 地域との連携 50 

4.その他 

（50点） 
(1) 総合評価 50 

価格評価 

（200点） 
提案価格 200 

合計 1,000 
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２ 内容評価の項目及び配点 

評価項目 小項目 主な評価の視点 配点 主な対応

様式 
１．全体計画 

(1)基本方針 
○「Fukuoka East & West Coastプロジェクト」

等市の施策を踏まえ、本事業の趣旨を理解して

いるか。 

20 様式 3-2-1 

(2)土地利用計画 
○周辺の経済活動や事業対象地の環境に配慮した

土地利用計画が提案されているか。 60 
様式 3-2-2 

様式 3-6-3 

(3)計画の実現  

性 

①事業の実施体制 

○代表企業、構成企業の役割分担及び責任分担

が明確となっており、継続的に事業を実施で

きる体制が取られているか。 
〇市内企業の参画など地域経済や地域社会への

貢献について提案がされているか。 

50 様式 3-2-3 

②事業スケジュー

ル 
○早期の公有地活用を目指し、実現可能なスケ

ジュールとなっているか。 20 様式 3-2-4 

③事業収支計画・

リスク管理計画 

○適切な事業収支計画が立案されているか。 
○事業の特性を踏まえた適切なリスクの想定及

びその対策の具体的な提案がされているか。 
50 

様式 3-2-5 

様式 3-5-1

～3-5-3 

２．導入機能及び施設デザイン 

(1)交通混雑対

策 

①駐車場の整備・

運営計画 

【必須条件】 
○二見ヶ浦エリアの交通混雑の緩和に効果的な駐

車場の整備・運営計画が提案されているか。 
100 様式 3-3-1 

②駐車場整備以外

の取組 

○二見ヶ浦エリアの交通混雑の緩和に効果的な駐

車場整備以外の取組が提案されているか。 50 様式 3-3-2 

(2)情報発信及びトイレ・休憩スペー

ス 

【必須条件】 
○情報発信及びトイレ・休憩スペースは適切に確

保されている。 
100 様式 3-3-3 

(3)観光振興・地域活性化に資する 

サービス機能 
○地域の魅力を活かしたサービス機能が提案され

ているか。 
90 様式 3-3-4 

(4)景観や地形を活かしたデザイン ○景観や地形を活かした魅力的なデザインが提案

されているか。 80 

様式 3-3-5 

様式 3-6-2

～3-6-6 

３．管理運営計画 

(1)施設運営計画 
○提案施設の運営計画は地域の実情や特性を踏ま
えた適切な提案となっているか。 80 

様式 

3-4-1 

(2)地域との連携 
○事業者と地域との連携による取組が提案されて
いるか。 50 

様式 
3-4-2 

４．その他 

(1)総合評価 ○上記項目では評価出来ない事項に対する評価 50 -  
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３ 点数付与基準 
内容評価点は、小項目ごとに評価・得点化した上で付与した各点を合計し算出します。 
評価は、Ａ～Ｅの５段階評価による絶対評価とします。各評価区分の評価基準及び加

算割合は、次のとおりとします。 

 
区分 評価基準 加算割合 
Ａ 非常に優れている 配点×1.00 

Ｂ 優れている 配点×0.75 

Ｃ 適切な提案がされている 配点×0.5 

Ｄ やや劣っている 配点×0.25 

Ｅ 劣っている 配点×0 

 
４ 価格評価 

価格評価点は、下記の計算式に基づき提案価格（年額）から算定します。 
なお、点数は、小数点第３位以下を四捨五入した値とします。 
 

 
 
 
Ⅲ 優先交渉権者の決定 

市は、総合評価点を参考に、優秀交渉権者及び次順位交渉権者を決定します。 
なお、各応募者の内容評価点が 40%に満たない場合は、優先交渉権者又は次順位交渉

権者を決定しないことがあります。 

 

価格評価点 ＝ 200 点 × 提案価格（年額）／最高提案価格（年額） 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【担当窓口】 

福岡市経済観光文化局観光コンベンション部地域観光推進課 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1丁目 8番 1号 

TEL：092-711-4984 

FAX：092-733-5901 

Email：chiikikanko.EPB@city.fukuoka.lg.jp 
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